
○

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
信
用
格
付
業
者
の
関
係
法
人
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
七
年
金
融
庁
告
示

第
八
十
三
号
）

改

正

後

現

行

（
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
＆
プ
ア
ー
ズ
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
の
特

定
関
係
法
人
）

第
二
条

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
＆
プ
ア
ー
ズ
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

（
金
融
庁
長
官
（
格
付
）
第
五
号
）
の
特
定
関
係
法
人
は
次
に
掲
げ
る
者
と
し

、
有
効
期
間
は
平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

一
～
十
三

（
略
）

十
四

商

号

又

は

名

称 
S
t
a
n
d
a
r
d
 
&
 
P
o
o
r
'
s
 
R
a
t
i
n
g
s
 
C
h
i
l
e

C
l
a
s
i
fi
c
a
do
r
a
 d
e
 
Ri
e
s
go 

L
i
m
i
ta
d
a 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

M
i
r
a
f
l
o
r
e
s
 
2
2
2
,
 
2
8
t
h
 
F
l
o
o
r
,

S
a
n
t
i
ag
o
,
 C
h
i
le 

（
フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
の
特
定
関
係
法
人
）

第
三
条

フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
（
金
融
庁
長
官

（
格
付
）
第
七
号
）
の
特
定
関
係
法
人
は
次
に
掲
げ
る
者
と
し
、
有
効
期
間
は

平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

五

商

号

又

は

名

称 
F
i
t
ch
 
R
at
i
n
gs
 
S
ing

a
p
o
r
e 
P
t
e 
L
t
d. 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

O
n
e
 
R
af
f
l
es
 
Q
ua
y
,
 S
o
u
th 

T
o
w
e
r 
#
2
2-

1
1
,
 
S
in
g
a
po
r
e
 0
4
8
58
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六

商

号

又

は

名

称 
F
i
t
ch
 
R
at
i
n
gs
 
E
spa

n
a
,
 
S.
A
.
U. 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

D
i
a
g
o
n
a
l
 
6
0
1
,
 
2
n
d
 
f
l
o
o
r
 
0
8
0
2
8

B
a
r
c
e
lo
n
a
, 
S
p
ai
n

七
～
十
三

（
略
）

（
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
＆
プ
ア
ー
ズ
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
の
特

定
関
係
法
人
）

第
二
条

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
＆
プ
ア
ー
ズ
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

（
金
融
庁
長
官
（
格
付
）
第
五
号
）
の
特
定
関
係
法
人
は
次
に
掲
げ
る
者
と
し

、
有
効
期
間
は
平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

一
～
十
三

（
略
）

（
新
設
）

（
フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
の
特
定
関
係
法
人
）

第
三
条

フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
（
金
融
庁
長
官

（
格
付
）
第
七
号
）
の
特
定
関
係
法
人
は
次
に
掲
げ
る
者
と
し
、
有
効
期
間
は

平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

五

商
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又

は

名

称 
F
i
t
ch
 
R
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i
n
gs
 
S
ing
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o
r
e 
P
t
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t
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主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 
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e
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n
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o
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0
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名
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F
i
t
ch
 
R
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i
n
gs
 
E
spa
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a
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A
.
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主
た
る
事
務
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の
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在
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P
a
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e
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a
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8
5
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t
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